
下野市社会福祉協議会手押し車購入費助成要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、高齢者福祉施策の一環として、手押し車購入費の一部を助成するこ

とについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （助成対象者） 

第２条 この要綱に定める手押し車購入費助成の対象となる者（以下「対象者」という。）   

は、下野市内に住所を有する７５歳以上の高齢者で、下肢等が不自由かつ、常時杖等を

必要とする者とする。 

 

 （助成額） 

第３条 助成額は、購入費の２分の１の額（１００円未満切捨）とし、５，０００円を限

度とする。 

 

 （申請・請求） 

第４条 手押し車の購入費の助成を受けようとする者は、手押し車助成申請書兼請求書

（別紙様式１号）により、会長に申請しなければならない。 

 

 （その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに購入された手押し車の助成については、平成３０年

６月３０日まで、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 


